郵便請求申請書（戸籍関係）

○必要な戸籍等の種類と通数

	種　　　類
	必要な通数
	種　　　類
	必要な通数

	戸籍謄本（戸籍全部事項証明）

【一通450円】
	通　
	戸籍附票謄本 【一通200円】

（戸籍附票全部事項証明）
	通　

	戸籍抄本（戸籍個人事項証明）

【一通450円】
	通　
	戸籍附票抄本 【一通200円】

（戸籍附票個人事項証明）
	通　

	除籍謄本【一通750円】
	通　
	戸籍記載事項証明 【一通350円】
	通　

	平成改製原戸籍謄本

【一通750円】
	通　
	受理証明（　　　　　　　　　届）

【一通350円】
	通　

	昭和改製原戸籍謄本

【一通750円】
	通　
	その他 【一通200円】
	通　

	身分証明【一通200円】
	通　
	
	


○必要な戸籍等の内容

	本 籍 地
	奈良県北葛城郡広陵町



	必要な人の氏名


	
	筆頭者
	

	必要な内容


	(例)○○の出生から死亡までの戸籍すべて

	使用目的または

申請理由

（具体的に）
	(例)相続登記のため、司法書士に提出


上記の交付を申請します。

	日　付
	平成　　　　年　　　　月　　　　日

	申

請

者
	住　所
	〒　　　－

	
	氏　名
	
	連絡先電話番号

(日中連絡のつくところ)
	　　　(　　　)

	
	必要な人との続柄
	　本人　・　配偶者　・　父母　・　子　・　祖父母　・　孫

　その他（具体的に）〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

	同封内容
	□郵便小為替　　　　　円分　　　□切手　　　　　円分　　　□返信用封筒

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


※注意　プライバシーの侵害につながるような不当な請求には応じられません。
郵便請求の方法について

○戸籍等の種類と主な内容の説明

	種　　　類
	説　　　明


	戸籍謄本（戸籍全部事項証明）
	同一戸籍の人全員を記載した戸籍です。



	戸籍抄本（戸籍個人事項証明）
	同一戸籍のうち、一人（または一部の人）を記載した戸籍です。

	除籍謄本
	同一戸籍の人全員が除籍になったため、除かれた戸籍です。

	平成改製原戸籍謄本
	戸籍がコンピュータ化になる前、平成１２年１０月２４日以前の戸籍です。

	昭和改製原戸籍謄本
	昭和３０年頃におこなわれた戸籍改製以前の戸籍です。

	戸籍附票謄本（戸籍附票全部事項証明）
	同一戸籍の人全員の住所異動を記載した書類です。

	戸籍附票抄本（戸籍附票個人事項証明）
	同一戸籍のうち、一人（または一部の人）の住所異動を記載した書類です。

	身分証明
	禁治産、後見および破産の通知を受けていない証明です。

	戸籍記載事項証明
	戸籍に記載された身分事項に関する証明です。

　（例）独身である証明など

	受理証明
	広陵町に届け出された、戸籍に関する届書の証明です。

	その他
	記載された本籍地・氏名の人が存在しないことの証明など。


· 郵便請求に必要なもの

	必要なもの
	説　　　明

	郵便請求申請書
	内容を詳しく記載してください。

	返信用封筒
	切手貼付。一度にたくさん申請される場合は、余分に切手を同封してください。

また、速達で返信を希望される場合は、速達料金分（２７０円）を同封してください。　

	郵便小為替
	交付手数料分の郵便小為替を同封してください。郵便小為替は郵便局で取り扱っています。

	本人確認の書類

	戸籍法及び住民基本台帳法の改正に伴い本人確認が必要です。

	委任状

	必要な戸籍等に記載の本人・配偶者（夫又は妻）、直系尊属（父母又は祖父母等）、直系卑属（子又は孫等）の方以外からの請求は、その方の委任状が必要となります。若しくは、必要とする正当な理由並びに確認できる書類等が必要となります。


○郵便請求の送付先・お問い合わせ先

　　〒６３５－８５１５　　　奈良県北葛城郡広陵町大字南郷５８３番地１

　　広陵町役場　住民課　　　ＴＥＬ：０７４５（５５）１００１　内線１１３２

